
甲
斐
国
に
お
け
る
男
子
平
均
初
婚
年
齢
及
び
三
世
代
家
族
等
の
家
族
形

態
の
比
率
の
、
こ
の
幕
末
・
明
治
初
期
の
傾
向
は
、
近
世
の
長
期
的
な
時

間
的
変
化
の
中
に
置
く
時
に
、
初
め
て
確
か
な
意
味
付
け
が
な
さ
れ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
又
江
戸
時
代
の
農
民
は
そ
れ
以
前
と
は
異
な
る
社
会
条
件

の
下
で
、
多
く
は
そ
れ
以
前
の
従
属
的
立
場
か
ら
独
立
を
遂
げ
た
人
々
で

幕
未
及
び
明
治
初
期
の
甲
斐
国
の
農
民
家
族
を
対
象
と
し
て
先
に
試
み

た
、
三
世
代
家
族
形
態
と
そ
の
要
因
で
あ
る
男
子
平
均
初
婚
年
齢
に
関
す

（
１
）

る
分
析
に
お
い
て
、
こ
の
時
期
に
み
ら
れ
る
高
い
三
世
代
家
族
比
の
要
因

と
し
て
男
子
平
均
初
婚
年
齢
の
低
下
が
あ
る
と
推
定
し
た
。
そ
し
て
こ
の

こ
と
は
、
出
生
率
、
平
均
寿
命
が
一
定
の
社
会
に
お
け
る
三
世
代
家
族
の

（
２
）

決
定
要
因
は
平
均
初
婚
年
齢
で
あ
る
と
す
る
戸
田
学
説
の
妥
当
性
を
示
す

も
の
と
な
っ
た
。

甲
斐
国
農
民
に
み
ら
れ
る
家
族
形
態
の
特
質

〔
研
究
ノ
ー
ト
〕

は
じ
め
に

（
｜
）
史
料
と
し
て
の
宗
門
人
別
改
帳
と
男
子
平
均
初
婚
年

齢
の
算
出
方
法

本
稿
で
史
料
と
し
て
依
拠
す
る
宗
門
人
別
改
帳
に
は
、
戸
主
及
び
そ
の

続
柄
の
者
が
家
族
単
位
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
奉
公
人
が
い
る
場
合
、

あ
り
、
し
た
が
っ
て
江
戸
初
期
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
そ
の
後
の
農
民
慣

行
の
形
成
に
対
し
て
意
味
を
も
つ
一
時
期
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し

た
が
っ
て
本
稿
は
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
以
後
幕
末
に
至
る
約
二
○
○

年
間
の
宗
門
人
別
改
帳
に
依
拠
し
、
甲
斐
国
の
農
民
家
族
に
お
け
る
直
系

家
族
形
態
と
そ
の
要
因
に
つ
い
て
分
析
を
を
行
い
、
同
時
に
中
後
期
の
家

族
に
影
響
が
及
ぶ
と
考
え
ら
れ
る
江
戸
初
期
の
具
体
的
な
家
族
像
を
明
ら

か
に
し
た
い
。

｜
史
料
の
概
要
と
分
析
方
法

キ
ー
ワ
ー
ド
恥
家
族
形
態
男
子
平
均
初
婚
年
齢
女
子
寿
命

荻
原
香
代
子
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そ
れ
は
戸
主
の
家
族
単
位
の
後
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で

は
奉
公
人
を
除
く
戸
主
と
そ
の
家
族
を
一
家
族
単
位
と
す
る
。
又
一
六
○

○
年
代
後
半
’
一
七
○
○
年
代
前
半
の
宗
門
人
別
改
帳
に
つ
い
て
み
る
と
、

こ
う
し
た
戸
主
の
家
族
単
位
の
み
の
も
の
は
む
し
ろ
少
な
く
、
戸
主
の
家

族
単
位
の
あ
と
に
、
血
縁
、
非
血
縁
の
添
屋
、
門
屋
等
の
従
属
的
な
家
族

単
位
が
含
ま
れ
る
も
の
が
、
通
常
多
い
。
こ
の
時
期
の
宗
門
人
別
改
帳
の

詳
細
な
記
述
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
の
添
屋
、
門
屋
等
の
家
族
の
戸
主
は
独

立
し
た
職
業
（
御
百
姓
、
小
商
い
等
）
を
も
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
添

屋
、
門
屋
等
は
、
戸
主
の
家
族
単
位
と
は
別
の
家
族
と
考
え
ら
れ
る
。
本

稿
で
は
こ
の
理
由
に
よ
り
そ
れ
を
一
家
族
単
位
と
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
宗
門
人
別
改
帳
の
前
文
に
は
「
五
歳
以
上
」
「
当
歳
以
上
」

等
、
そ
れ
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
村
民
の
下
限
年
齢
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、

本
稿
表
３
は
上
段
に
こ
の
下
限
年
齢
を
載
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
三
世
代
家

族
の
比
率
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
そ
れ
は

表
３
の
の
期
か
ら
肋
期
に
か
け
て
進
行
す
る
、
三
世
代
家
族
比
の
時
間
的

変
化
の
過
程
の
中
で
み
る
と
、
わ
ず
か
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ

る
。

と
こ
ろ
で
表
４
に
示
す
男
子
平
均
初
婚
年
齢
は
、
次
の
方
法
で
近
似
値

と
し
て
算
出
し
て
い
る
。
各
村
の
一
期
問
の
、
現
存
す
る
宗
門
人
別
改
帳

を
年
代
順
に
並
べ
る
と
、
一
年
以
上
の
前
後
の
年
号
間
隔
が
あ
る
。
こ
の

間
隔
が
一
年
の
場
合
は
、
後
の
宗
門
人
別
改
帳
の
年
齢
を
初
婚
年
齢
と
す

る
。
同
じ
く
間
隔
が
二
～
三
年
の
場
合
は
、
後
の
宗
門
人
別
改
帳
の
年
齢

か
ら
一
年
を
引
き
、
同
様
に
四
年
の
場
合
は
二
年
を
引
く
（
間
隔
が
五
年

本
稿
表
３
．
表
５
．
表
６
は
山
梨
県
立
博
物
館
所
蔵
の
「
甲
州
文
庫
」

に
集
め
ら
れ
た
宗
門
人
別
改
帳
（
そ
の
う
ち
府
中
及
び
極
め
て
少
戸
数
の

も
の
や
一
部
が
欠
落
し
た
も
の
は
除
く
）
を
主
な
史
料
と
し
て
い
る
。

「
甲
州
文
庫
」
中
の
、
ほ
ぼ
全
村
を
分
析
対
象
と
す
る
が
、
同
一
村
の
、

年
代
が
近
い
数
冊
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
う
ち
の
一
冊
を
抽
出
し
、
表
の

時
期
区
分
（
仙
期
～
伽
期
）
に
対
応
す
る
史
料
と
し
て
い
る
。
そ
の
結
果

府
中
（
甲
府
）
及
び
南
都
留
郡
を
除
く
甲
斐
国
全
域
に
分
散
し
た
村
々
が

分
析
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
村
々
の
位
置
と
そ
の
地
域
性
の
概
要
は
表
１

に
示
し
て
い
る
。

本
稿
は
甲
斐
国
全
域
に
進
行
し
た
時
間
的
変
化
の
模
索
を
主
題
と
し
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
過
程
に
存
在
し
て
い
る
地
域
差
に
つ
い
て
は
直

接
触
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
低
い
男
子
平
均
初
婚
年
齢
及
び
そ
れ
が
影

響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
高
い
三
世
代
家
族
比
を
地
域
性
と
す

る
南
都
留
郡
（
及
び
そ
れ
と
対
照
的
な
地
域
性
で
あ
る
東
山
梨
郡
）
に
っ

以
上
の
場
合
は
、
こ
の
間
に
な
さ
れ
た
婚
姻
の
年
齢
は
不
明
と
す
る
）
。

そ
し
て
こ
の
様
に
し
て
収
集
を
し
た
初
婚
年
齢
の
総
和
を
初
婚
者
総
数
で

除
し
、
男
子
平
均
初
婚
年
齢
を
近
似
値
と
し
て
求
め
、
数
え
歳
で
示
し
て

い
ス
％甲

斐
国
に
お
け
る
男
子
平
均
初
婚
年
齢
の
幕
末
及
び
明
治
初
期
の
分
析

結
果
は
『
比
較
家
族
史
研
究
」
第
一
四
号
（
比
較
家
族
史
学
会
編
、
一
九

九
九
年
）
九
六
頁
、
表
ｌ
に
提
示
し
た
。

三
）
「
甲
州
文
庫
」
史
料
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表1対象村の位置と「甲斐国志｣(経)に基づく文化11年(1814)当時の概要
■■■■■■■■■■■■

－

①
②
｜
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
｜
⑬
⑭
｜
⑮
｜
⑯
⑰
｜
⑱
⑲
｜
⑳
⑳
｜
⑳
⑳
｜
⑳
⑮
⑳
⑰
⑳
｜
⑳
｜
⑳
⑳
⑳
⑬
⑭
⑮
一
⑯

山梨郡

｛

ノ

ツ

ラ

－

閣、 1982年(注） 大日本地誌大系⑭「甲斐国志」第1巻佐藤八郎校訂

－58－

村名 戸数 人口 1戸平均石高

四方津

藤崎

100

128

489

704

０
８

●
●

２
２

a

初鹿野（8力村）

上萩原（上下）

上粟生野

福牛里

小屋敷

三日市場

赤尾

市川

桑戸

国府

244

293

75

27

101

95

85

180

127

92

924

1017

270

96

360

325

290

684

447

395

1．3

2．6

6．1

1．7

6．9

10．4

6．9

4．4

4．6

2．3

b

上積翠寺

千塚

111

109

452

450

2．9

17．2

C

上今井 87 335 1．9 ．

狐新井

土塚

２
７

４
５

202

182

２
３

●
●

７
６

e

下野原

小黒坂

71

40

280

133

７
６

●
●

３
９

f

上野

山家（5力村）

182

198

721

843

4．0

1．8

9

鴨狩津向

落居（5力村）

52

200

234

888

８
６

●
●

１
１

h

条

柳
米
窪
中
野

青
春
大
鏡
西

277

85

45

213

165

1412

414

230

1089

816

2．6

8.0

4．8

7．0

4．6

●
。
■
＆

成島 95 281 17．2
●
○
日
日
づ

駒井

下円井

上神取

小笠原

日野

松向

150

78

59

125

87

58

694

290

223

512

383

239

２
６
２
６
９
０

●
●
●
●
●
●

８
４
６
５
２
３

k

横手 104 358 3.8 1
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特 徴

面積は広いが山地帯である。水田は少なく、蚕業を専らにしている。

地形、気候に恵まれて地味が肥え、米穀や多種の果実がよく実り、

又養蚕が盛んであり 「凡ソ国中（郡内領を除く甲斐国）第一ノ豪峡

ナリ」としている。

中郡附近（千塚村）は平地の沃野であるが、巨摩郡附近（上今井村、

上積翠寺村）は耕地が狭い。

bに同じ

eと同様に、土地が豊饒であり、養蚕が盛んである。

平地であるが人口が多く、農業だけでは生計が立たず、商業が盛ん

である。

山村であるが人口が多い。水田は少なく、焼畑農業を行う。

gに同じ

釜無川、笛吹川に狭まれて水患が多いが、豊饒な平地で、稲と綿を

多く産出する。

八ヶ岳の南に位置し、その出泉に恵まれて水田が多く、又馬を多く

産出する。

西に駒岳、鳳凰の諸山がそびえる山村であり、地形は多少kに似て

いるが、気候、地味等はそこには及ばない。

地域区分

a郡内領

b山梨郡万力筋

〃 栗原筋

筋
筋
筋

山
和
和
筋

北
石
石
郡

ｌ
ｊ
大
小
西

郡
郡
郡
郡
郡

梨
摩
代
代
代

山
巨
八
八
八

Ｃ
ｄ
ｅ
ｆ
ｇ

h八代郡東河内領

i巨摩郡西郡筋

j巨摩郡中郡筋

k巨摩郡逸見筋

l巨摩郡武川筋
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表
２
は
直
系
家
族
形
態
の
変
化
過
程
に
み
ら
れ
る
、
三
世
代
家
族
、
及

び
そ
の
一
部
が
三
世
代
家
族
で
あ
る
「
夫
婦
と
父
（
＋
母
）
親
を
含
む
家

族
」
、
「
夫
婦
と
母
親
を
含
む
家
族
」
の
比
率
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら

の
形
態
は
直
系
家
族
の
特
質
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
。

三
世
代
家
族
形
態
に
つ
い
て
み
る
と
、
（
藤
崎
村
、
小
屋
敷
村
な
ど
を

除
き
）
一
六
○
○
年
代
後
半
’
一
七
○
○
年
代
前
半
の
時
期
以
後
一
八
○

○
年
代
に
か
け
て
比
率
の
上
昇
が
み
ら
れ
る
。
一
、
に
述
べ
た
よ
う
に
藤

崎
村
（
小
屋
敷
村
）
の
、
全
体
と
し
て
高
い
（
低
い
）
傾
向
は
都
留
郡

（
東
山
梨
郡
）
の
地
域
性
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
「
夫
婦
と

父
（
＋
母
）
親
を
含
む
家
族
比
」
に
つ
い
て
み
る
と
、
上
野
、
西
野
、
成

島
、
日
野
、
上
萩
原
の
各
村
に
は
一
六
○
○
年
代
後
半
か
ら
一
八
○
○
年

代
に
か
け
て
上
昇
の
傾
向
が
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
。
又
「
夫
婦
と
母
親

を
含
む
家
族
」
比
を
み
る
と
、
こ
れ
に
も
上
野
、
上
神
取
、
成
島
、
日
野

の
各
村
に
上
昇
が
あ
り
同
時
に
松
向
村
、
上
萩
原
村
に
も
幕
末
も
し
く
は

一
七
○
○
年
代
に
そ
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

（
３
）

い
て
は
先
に
分
析
結
果
を
発
表
し
た
。
こ
れ
を
前
提
に
す
る
と
表
３
に
お

け
る
都
留
郡
藤
崎
村
の
高
い
三
世
代
家
族
比
及
び
東
山
梨
郡
小
屋
敷
村
の

低
い
三
世
代
家
族
比
は
、
両
村
の
置
か
れ
て
い
る
地
域
性
を
示
す
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

二
三
世
代
家
族
比
・
「
夫
婦
と
父
（
＋
母
）
親
を
含
む
家
族
」

比
・
「
夫
婦
と
母
親
を
含
む
家
族
」
比

直
系
家
族
の
形
態
と
し
て
高
比
率
に
み
ら
れ
る
三
世
代
家
族
等
の
、
表

２
及
び
表
３
が
示
す
推
移
は
右
に
み
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
三
世
代
家
族
比
、
「
夫
婦
と
父
（
＋
母
）
親
を
含
む
家
族
」

比
に
つ
い
て
み
る
と
、
男
子
平
均
初
婚
年
齢
が
要
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
家
族
形
態
は
、
幕
末
、
明
治
初
期
に
増

加
す
る
が
、
そ
の
増
加
の
傾
向
と
、
要
因
と
し
て
の
男
子
平
均
婚
姻
年
齢

右
の
、
家
族
形
態
比
の
上
昇
傾
向
は
同
様
に
し
て
表
３
に
お
い
て
も
み

ら
れ
る
。
同
表
を
み
る
と
三
世
代
家
族
比
は
、
一
六
○
○
年
代
後
半
の

村
々
と
同
様
に
し
て
一
七
○
○
年
代
前
半
の
村
々
で
は
極
め
て
低
い
。
し

か
し
一
七
○
○
年
代
後
半
に
な
る
と
比
率
の
高
い
村
が
現
れ
て
く
る
よ
う

に
な
る
。
又
一
七
○
○
年
代
後
半
の
上
限
は
藤
崎
村
の
三
五
％
で
あ
る
の

に
対
し
一
八
○
○
年
代
前
半
に
は
四
○
％
台
の
村
が
目
立
つ
よ
う
に
な
る
。

次
に
「
夫
婦
と
父
（
＋
母
）
親
を
含
む
家
族
」
比
を
み
る
と
、
一
六
○

○
年
代
後
半
か
ら
一
七
○
○
年
代
前
半
の
村
々
は
極
め
て
低
い
。
し
か
し

一
七
○
○
年
代
後
半
以
後
こ
の
比
率
は
上
昇
し
、
次
第
に
高
比
率
の
村
が

増
加
し
て
い
る
。
又
「
夫
婦
と
母
親
を
含
む
家
族
」
比
に
つ
い
て
み
る
と

一
六
○
○
年
代
後
半
か
ら
一
七
○
○
年
代
前
半
の
村
々
で
は
低
い
が
一
七

○
○
年
代
後
半
に
は
、
そ
れ
以
前
に
比
べ
る
と
は
る
か
に
高
い
村
が
存
在

し
、
又
一
八
○
○
年
代
前
半
の
村
で
は
さ
ら
に
こ
の
傾
向
が
進
む
。

三
三
世
代
家
族
比
・
「
夫
婦
と
父
（
＋
母
）
親
を
含
む
家
族
」

比
と
男
子
平
均
初
婚
年
齢

－60－



表
2
1
0
力
村
に
お
け
る
家
族
形
態
比
の
推
移
(
%
)

｜田’

①
三
世
代

②
夫
婦
と
父
(
＋
母
)
親
を
含
む
家
族

③
夫
婦
と
母
親
を
含
む
家
族

(
都
留
郡
）
藤
崎

宝
暦
1
2

文
化
5

天
保
5

慶
応
2

(1762)
(1868)

(1834)
(1866)

(山
梨
郡
）
上
萩
原
（
上
切
）

正
徳
’

天
明
8

文
政
2

文
久
2

(1711)
(1788)

(1819)
(1862)

(
山
梨
郡
）
小
屋
敷

寛
延
4

安
永
9

文
化
8

天
保
7

文
久
2

(1751)
(1780)

(1811)
(1836)

(1862)

①②③

3
5

4
5

3
2

4
5

2
3

3
0

2
5

3
0

2
0

2
5

1
8

2
3

７５２ ２２１

５７０ ２１１

９３２ １１１

３９６

９３５ １２１

３０６ ２１
７８３ １１１

１９９ ２１

８３７ ２１１

戸
数
（
戸
）

1
2
4

1
3
4

1
3
8

1
3
9

2
5
0
全

1
6
6
王切）

1
6
6

ヘ
ヘ

上辺
1
4
2
上辺

8
6

1
0
6

1
0
3

9
7

1
0
6

(
八
代
郡
）
小
黒
坂

寛
延
2

文
化
1
5

弘
化
5

慶
応
2

(1749)
(1818)

(1848)
(1866)

(
八
代
郡
）
上
野

享
保
1
8

明
和
2

文
化
1
0

慶
応
3

(1733)
(1765)

(1813)
(1867)

(
巨
摩
郡
）
西
野

安
永
2

寛
政
1
3

天
保
4

(1773)
(1801)

(1833)

①②③

３９４ ３１１

６９１ ３１２

５３３ ２２１

３４４ ２１１

３６３ ４２２

７９０ ３１２

０８８ ２１

３１４ １１１

3
1

3
3

3
6

7
1
0

2
1

2
1

2
6

2
3

数
（
戸
）

戸
4
4

4
0

4
2

4
3

1
8
9

2
0
7

1
9
2

2
1
7

4
2

3
9

4
7

(
巨
摩
郡
）
成
島

延
宝
3

天
保
3

(1675)
(1832)

(巨
摩
郡
）
日
野

寛
文
1
3
享
保
8
寛
政
8
天
保
1
4
明
治
2

(1673)
(1723)

(1791)
(1843)

(1869)

(
巨
摩
郡
）
上
神
取

貞
享
4

文
化
6
天
保
1
2

(1687)
(1809)

(1841)

(
巨
摩
郡
）
松
向

宝
暦
3
文
政
2

嘉
永
2

(1753)
(1819)

(1854)

①②③

０３３ ３１１

２６０

２１８ ３２１

１６０ ２１１

５５６ ２１１

０７１

２２０

1
0

3
1

4
1

1
0

9
1
1

2
2
0

3
0

2
4

2
8

3
2

1
2

1
7

1
2

1
7

1
0

2
5

戸
数
（
戸
）

6
7

9
1

6
4

8
1

8
8

8
0

7
8

4
2

5
4

5
4

4
2

5
9

5
7



表
3
甲
斐
国
に
お
け
る
家
族
形
態
比
の
推
移
（
％
）

１国④Ｉ

①
三
世
代

②
夫
婦
と
父
(
＋
母
)
親
を
含
む
家
族

③
夫
婦
と
母
親
を
含
む
家
族

④
夫
婦
と
未
婚
キ
ョ
ウ
ダ
イ
を
含
む
家
族

⑤
夫
婦
と
既
婚
キ
ョ
ウ
ダ
イ
を
含
む
家
族

⑥
夫
婦
と
未
婚
子
か
ら
成
る
家
族

(注
）
下
限
年
齢
は
宗
門
人
別
改
帳
に
記
戦
さ
れ
て
い
る
村
民
の
年
齢
の
下
限
を
示
す
。

各
期
の
平
均
値

(
1
)
O
D
0
1
D
I
V
)
(V)

村
名

年
代

下
限
年
齢
側

(
I
)
1
6
5
1
～
1
7
0
0

国
府

春
米

大
窪

成
島

日
野
小
笠
原
上
神
取
横
手

寛
文
6
寛
文
9
延
宝
9
天
和
3
寛
文
1
3
寛
文
1
0
貞
享
4
元
禄
1
0

(1666)
(1669)

(1681)
(1683)

(1673)
(1670)

(1687)
(1697)

5
5

5
5

5
5

当
歳

(
1
1
)
1
7
0
1
～
1
7
5
0

初
鹿
野
赤
尾
三
日
市
場
桑
戸

日
野

正
徳
5
寛
保
1
宝
永
3
延
享
4
享
保
8

(1715)
(1741)

(1706)
(1747)

(1723)

5
5

5
当
歳

5

①②③④⑤⑥

5
8
2
8
3
3
3
3

7
9
1
5
2
0
1
8

2
6
1
7
2
0
2
0

1
5
1
1
1
2
1
4
1
8

5
4

2
3

5

3
2
3
5
2
7
2
3
2
9

戸
数
（
戸
）

６０５８ １１

００２０ １１１

１６０４１

２２０６

３７７２ １１

０９０９

０００２３

０００３

３０７ ３６

２８２ ４４

０５４ ３９

２２４ ５６

２
．１２

０３０１

３４２ ３３

９９３５

３００ ２１３

8
1
6

5
9

4

1
5

1
4

9
1

1

4
9

5
9

6

1
4

1
0

1
6

6
6

4
（）

5
6

4

3
3

2
8

3
4

4
1

4
4

2
1
6

1
0
1

1
3
1

1
4
2

8
1

村
名

年
代

下
限
年
齢

(
1
1
1
)
1
7
5
1
～
1
8
0
0

藤
崎

赤
尾

福
生
里

狐
新
井

士
塚

西
野
(北
）

日
野

松
向

宝
暦
1
2

宝
暦
1
3

明
和
4

寛
成
8

宝
暦
3

天
明
7

寛
政
8

宝
暦
3

(1762)
(1763)

(1767)
(1796)

(1753)
(1787)

(1796)
(1753)

5
5

5
当
歳

当
歳

当
歳

当
歳

当
歳

①②③④⑤⑥
戸
数
（
戸
）

3
5

2
5

2
1

2
7

1
8

3
3

3
0

2
4

2
3

6
1
0

2
3

8
1
0

1
8

1
2

2
0

1
5

1
0

1
3

1
0

2
3

1
9

1
7

3
1

5
7

4
0

1
0

7
5

3
1

0
0

2
5

0
7

1
8

2
6

2
1

2
1

1
0

2
8

4
9

3
9

2
4

9
6

2
9

4
8

5
0

3
9

8
1

4
1



表
3

（
つ
づ
き
）

ｌ電Ｉ

①
三
世
代

②
夫
婦
と
父
(
＋
母
)
親
を
含
む
家
族

③
夫
婦
と
母
親
を
含
む
家
族

④
夫
婦
と
未
婚
キ
ョ
ウ
ダ
イ
を
含
む
家
族

⑤
夫
婦
と
既
婚
キ
ョ
ウ
ダ
イ
を
含
む
家
族

⑥
夫
婦
と
未
婚
子
か
ら
成
る
家
族

村
名

年
代

下
限
年
齢

(
1
V
)
1
8
0
1
～
1
8
5
0

四
方
津
藤
崎

市
川
上
栖
翠
寺
千
塚
上
今
井
狐
新
井
小
黒
坂
山
家

’
'1冊
狩
津
|句
落
居

春
米

成
品
上
神
取
松
向

嘉
永
2
文
化
5
嘉
永
l
天
保
1
4
文
化
l
天
保
1
4
文
政
1
1
嘉
永
1
天
保
1
0
天
保
2
天
保
1
0
天
保
1
3
天
保
4
天
保
1
(
）
寛
政
1
2

(1849)
(1808)

(1848)
(1843)

(1804)
(1843)

(1828)
(1848)

(1839)
(1831)

(1839)
(1842)

(1833)
(1839)

(1815)

－
当
歳

－
5

残
ラ
ズ

当
歳

5
5

当
歳

①②③④⑤⑥
戸
数
（
戸
）

５７５８ ２１

２３６５ ４１２１

６２５７ ３１２

４６２９ ４２２１

０６６６ ３１１１

８１６１ ３２１２

１８９５ ３２１１

６９１０ ３１２１

６７４０ ２１１

８２５２ ３１２１

６１１１ ２１２１

２０７８ ３２１１

５０２３ ２２１

５０５０ ４３２２

５９７５ ４２２２

O
l

l
O

l
3

0
2

1
0

0
2

1
0

2

2
0

2
8

3
5

2
6

2
4

3
6

2
1

3
6

2
8

3
4

3
3

3
3

2
7

2
8

4
9

9
4

1
3
4

1
5
6

8
9

8
4

1
2
2

4
2

4
2

9
3

5
6

6
1

9
2

7
5

5
3

5
9

村
名

年
代

下
限
年
齢

(
V
)
1
8
5
1
～
1
8
6
8

上
今
井

小
黒
坂

下
野
原

青
柳
（
東
）

青
柳
（
西
）

鏡
中
条

駒
井

松
向

嘉
永
6

慶
応
4

慶
応
4

嘉
永
4

嘉
永
4

慶
応
1

慶
応
4

嘉
永
7

(1853)
(1868)

(1868)
(1851)

(1851)
(1865)

(1868)
(1854)

残
ラ
ズ

5
残
ラ
ズ

残
ラ
ズ

5

①②③④⑤⑥
戸
数
（
戸
）

5
5

3
5

2
9

2
0

1
9

3
8

3
9

3
2

2
3

3
3

2
9

8
1
4

1
9

1
5

1
3

3
2

1
9

1
1
6

1
4

2
1

2
9

2
5

1
4

2
3

2
9

1
2

1
7

2
3

2
3

7

5
0

0
5

2
1
0

2
0

3
4

2
3

3
3

2
1

3
2

2
8

2
9

3
2

1
2
4

4
3

7
2

1
4
8

1
7
8

2
5
3

6
5

5
7



（
４
）

に
関
し
て
先
に
、
少
数
村
を
対
象
と
し
て
分
析
し
た
。
そ
し
て
こ
の
分
析

結
果
は
、
平
均
初
婚
年
齢
が
三
世
代
家
族
比
の
規
定
要
因
で
あ
る
と
す
る

戸
田
学
説
の
正
当
性
を
、
結
果
的
に
明
ら
か
に
し
た
と
い
え
る
。
こ
の
よ

う
に
、
幕
末
、
明
治
初
期
の
甲
斐
国
に
お
い
て
男
子
平
均
婚
姻
年
齢
の
低

下
が
、
三
世
代
家
族
の
増
加
要
因
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
、
本
稿
の
分

析
に
お
い
て
も
、
男
子
平
均
初
婚
年
齢
が
江
戸
初
期
以
後
幕
末
に
至
る
甲

斐
国
の
三
世
代
家
族
比
の
規
定
要
因
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。

（
６
）

表
４
に
示
す
よ
う
に
男
子
平
均
初
婚
年
齢
は
、
一
六
○
○
年
代
後
半
か

ら
一
七
○
○
年
代
前
半
の
国
府
、
上
神
取
両
村
で
は
三
一
歳
と
高
く
又
一

七
○
○
年
代
の
小
屋
敷
村
、
赤
尾
村
、
三
日
市
場
村
で
も
約
二
九
～
三
○

歳
と
高
い
。
し
か
し
一
八
○
○
年
代
前
後
を
境
と
し
て
低
下
傾
向
が
み
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
八
○
○
年
代
の
天
保
年
間
以
後
の
村
々
で
は
約
二

四
’
二
六
歳
に
低
下
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
本
稿
の
分
析
結
果
で
は
、

甲
斐
国
の
男
子
平
均
初
婚
年
齢
は
、
一
六
○
○
年
代
後
半
か
ら
一
八
○
○

年
代
後
半
に
か
け
て
、
村
落
間
の
差
は
あ
る
と
し
て
も
全
体
的
な
傾
向
と

（
７
）
（
８
）

し
て
低
下
を
し
て
い
る
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
先
に
み
た
よ
う
に
一
六
○
○
年
代
後
半
か
ら
一
八
○
○
年
代

後
半
に
至
る
二
○
○
年
間
に
、
初
期
に
は
三
世
代
家
族
比
が
最
も
低
い
一

方
で
男
子
平
均
初
婚
年
齢
は
最
も
高
い
。
逆
に
三
世
代
家
族
比
の
高
い
村

が
出
現
す
る
一
七
○
○
年
代
後
半
に
男
子
平
均
初
婚
年
齢
は
や
や
低
く
な

る
。
又
三
世
代
家
族
比
が
全
体
的
に
最
も
高
く
な
る
一
八
○
○
年
代
に
、

男
子
平
均
初
婚
年
齢
は
、
か
な
り
低
下
を
し
て
い
る
。
又
表
３
の
一
七
○

○
年
代
に
み
ら
れ
る
西
野
村
の
、
こ
の
時
期
と
し
て
は
高
い
三
世
代
家
族

表4男子平均初婚年齢

５１

３

２

代
禄
細
細
閻
恥
佃
珈
恥
如
撒
祁
撒
久

年
航
享
皇
皇
覺
交
覺
覺
文
明
嘉
明
蚊

１
５
２
１
３
８
３
１
１
４
１
１
１

文
宝
永
保
明
明
政
暦
化
永
保
政
政

寛
延
宝
寛
天
天
寛
宝
文
嘉
天
安
文

１歳く齢年
９
９
１
８
９
３
８
４
９
２
１
１
６

婚
Ｑ
ｕ
９
９
凪
＆
私
９
６
６
６
４
ａ

初
３
３
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２

均平子

男
ｊ
切

村
組
村
仕

村
場
村
村
北
村
野
村
村
村

酩
附
柳
肺
馴
肘
柵
鮒
馴
澱
棚
肘
〃
馴

国
上
三
赤
下
上
西
小
上
上
下
小

蝋
一
臥
伽
一
杁
臥
一
肌
臥
肌
臥
一
川
似
肌
州
伽

(I)

1651～1700

(II)

1701～1763

(III)

1751～1810

(IV)(V)

1801～1869

(時期区分は、表3に準じる）
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比
は
、
約
二
六
・
七
歳
と
、
こ
の
時
期
と
し
て
は
低
い
男
子
平
均
初
婚
年

齢
を
要
因
と
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
又
同
表
藤
崎
村
の
高
い
三
世
代

家
族
比
は
一
、
に
述
べ
た
よ
う
に
、
男
子
平
均
初
婚
年
齢
が
低
い
都
留
郡

の
地
域
性
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
こ
れ
ら
の
村
々
に

お
け
る
三
世
代
家
族
比
は
、
男
子
平
均
初
婚
年
齢
を
要
因
と
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。

次
に
二
、
に
述
べ
た
よ
う
に
三
世
代
家
族
比
と
同
様
に
し
て
「
夫
婦
と

父
（
＋
母
）
親
を
含
む
家
族
」
比
も
、
一
六
○
○
年
代
後
半
～
一
八
○
○

年
代
後
半
の
二
○
○
年
間
に
漸
次
的
に
上
昇
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
上
昇
比
に
つ
い
て
も
、
男
子
平
均
初
婚
年
齢
が
要
因
に
な
っ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
近
世
末
六
○
年
間
に
お
け
る
山
梨
郡
山
崎
村
を
対
象
と

（
９
）

す
る
小
山
隆
の
分
析
に
よ
る
と
「
無
配
偶
子
女
を
含
む
世
帯
」
の
う
ち
、

最
も
多
い
二
六
％
は
跡
継
ぎ
の
婚
姻
に
よ
っ
て
「
有
配
偶
子
女
を
含
む
世

帯
」
へ
と
形
態
変
化
を
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
有
配
偶
子
女
を
含
む
世

帯
」
は
孫
の
誕
生
に
よ
っ
て
三
世
代
家
族
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
「
有
配

偶
子
女
を
含
む
世
帯
」
の
大
多
数
は
、
宗
門
人
別
改
帳
の
記
載
と
し
て
は

「
夫
婦
十
父
（
＋
母
）
親
を
含
む
家
族
」
で
あ
る
と
い
え
る
。
又
山
梨
郡

上
萩
原
村
・
上
粟
生
野
村
・
小
屋
敷
村
の
一
七
○
○
年
代
後
半
’
一
八
○

○
年
代
後
半
の
、
一
家
族
ご
と
の
変
動
を
辿
る
こ
と
の
結
果
に
よ
っ
て
も

「
夫
婦
と
父
（
＋
母
）
親
を
含
む
家
族
」
の
六
四
～
七
四
％
は
「
夫
婦
と

未
婚
子
か
ら
成
る
家
族
」
か
ら
、
跡
継
ぎ
の
婚
姻
に
よ
っ
て
形
態
変
化
を

し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
跡
継
ぎ
の
男
子
の
平
均
初
婚
年
齢
が
高
い
一
六

○
○
年
代
後
半
’
一
七
○
○
年
代
前
半
に
は
「
夫
婦
と
父
（
＋
母
）
親
を

と
こ
ろ
で
こ
こ
で
、
夫
と
妻
の
年
齢
差
に
つ
い
て
み
る
と
以
下
の
よ
う

に
な
る
。
表
５
は
、
表
３
掲
載
の
村
々
の
夫
妻
の
年
齢
差
を
示
し
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
一
六
○
○
年
代
後
半
～
一
八
○
○
年
代
後
半
の
夫
妻
の
年

齢
差
は
漸
次
的
に
縮
少
し
て
い
る
。
こ
れ
は
男
子
平
均
初
婚
年
齢
の
低
下

を
要
因
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
同
時
に
そ
れ
に
伴
い
、
一

八
○
○
年
代
に
は
夫
よ
り
年
上
の
妻
が
増
加
す
る
傾
向
も
著
し
く
な
っ
て

い
る
。
一
七
○
○
年
代
前
半
ま
で
は
平
均
九
’
一
○
歳
で
あ
る
夫
妻
の
年

（
川
）

齢
差
は
、
一
八
○
○
年
代
に
は
六
’
七
歳
に
な
っ
て
い
る
。

二
、
に
述
べ
た
よ
う
に
「
夫
婦
と
母
親
を
含
む
家
族
」
比
は
、
一
六
○

○
年
代
後
半
～
一
八
○
○
年
代
後
半
に
上
昇
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
こ
の

形
態
は
父
親
が
既
に
亡
く
、
母
親
の
み
が
既
婚
子
と
共
に
家
族
を
成
し
て

い
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
前
提
に
は
夫
が
妻
よ
り
も
年
上
で
あ
る
と
い

う
一
般
的
な
慣
習
が
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
夫
妻
の
年
齢
差
は
右
に
み

る
よ
う
に
一
六
○
○
年
代
後
半
’
一
七
○
○
年
代
前
半
に
最
も
大
き
い
。

し
か
し
こ
の
時
期
に
「
夫
婦
と
母
親
を
含
む
家
族
」
比
は
最
も
低
く
一
○

％
未
満
で
あ
る
。
同
時
に
夫
妻
の
年
齢
差
が
縮
少
す
る
一
八
○
○
年
代
に

「
夫
婦
と
母
親
を
含
む
家
族
」
は
、
そ
れ
以
前
に
は
み
ら
れ
な
い
高
比
率

に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
夫
妻
の
年
齢
差
そ
し
て
同
時
に
男
子
平

含
む
家
族
」
比
は
低
く
、
男
子
平
均
初
婚
年
齢
の
低
下
と
共
に
そ
の
比
率

は
高
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

四
「
夫
婦
と
母
親
を
含
む
家
族
」
比
と
女
子
の
寿
命
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表5夫妻平均年齢差

平均年齢差(歳）

9.0

10．3

7．7

9．4

6．7

7．8

9．0

8．7

10．6

9．9

10．6

9．7

10．1

6．8

8．6

7．1

9．5

9．7

7．8

7．5

9．8

4．5

6．9

7．1

5．3

7．6

5．8

8．0

6．3

5．9

7．0

5．2

6．2

6．1

7．4

8．4

6．1

5．1

6．2

6．1

8．6

5．7

6．2

7．9

夫妻組数

24

46

24

67

55

85

39

63

184

77

58

92

64

106

58

15

31

31

29

73

38

164

114

125

61

40

122

29

42

89

51

41

93

58

40

51

102

42

61

108

104

270

63

42

数組の上
０
０
０
０
０
０
０
１
３
３
１
４
１
６
１
０
４
１
２
２
０
４
０
７
９
３
３
２
５
７
１
８
８
２
２
２
７
９
６
２
５
７
３
４

年
１
１
１
１
１
２

今
、
斗力妻

国府村

春米村

大窪村

成島村

日野村

小笠原村

上神取村

横手村

初鹿野村

赤尾村

三日市場村

桑戸村

日野村

藤崎村

赤尾村

福生里村

狐新井村

士塚村

西野村北組

日野村

松向村

四方津村

藤崎村

市川村

上積翠寺村

千塚村

上今井村

狐新井村

小黒坂村

山家村

鴨狩津向村

落居村

春米村

成島村

上神取村

松向村

上今井村

小黒坂村

下野原村

青柳村(東）

青柳村(西）

鏡中条村

駒井村

松向村

３
０
０

２
３

４
４
１
０
０
３
０
２

６
９
９
３
１
１
４
１
５
１
３
４
８
１
１
４
８
３
７
８
３
２
５
１
１
１
１
１
１
１
２
１
１
４
１
１
６
４
４
４
４
１
４
７

文
文
宝
和
文
文
享
禄
徳
保
永
享
保
暦
暦
和
政
暦
明
政
暦
永
化
永
保
化
保
政
永
保
保
保
保
保
保
政
永
応
応
永
永
応
応
永

寛
寛
延
天
寛
寛
貞
元
正
寛
宝
延
享
宝
宝
明
寛
宝
天
寛
宝
嘉
文
嘉
天
文
天
文
嘉
天
天
天
天
天
天
寛
嘉
慶
慶
嘉
嘉
慶
慶
嘉

(I)1651～1700

（平均8.9）

(II)1701～1750

（平均10.3)

(III)1751～1800

（平均7.6）

(IV)1801～1850

（平均6.2）

(V)1851～1868

（平均6.0）
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表6 11歳以上に占める61歳以上の人口比(%)

国府 春米 大窪 成島 日野小笠原上神取横手

寛文6 寛文9 延宝9 天和3 寛文13寛文10 貞享4 元禄10

(1666） （1669） （1681） （1683） （1673） （1670） （1687） （1697）

4 6 12 8 16 8 9 14

0 2 8 3 9 4 13 14

初鹿野 赤尾 三日市場 桑戸 日野

正徳5 寛保1 宝永3 延享4 享保8

(1715) (1741) (1706) (1747) (1723)

14 20 19 8 17

10 22 10 11 2

藤崎 赤尾 福生里狐新井 土塚西野(北） 日野 松向

宝暦12宝暦13 明和4 寛政8 宝暦3 天明7 寛政8 宝暦3

(1762) (1763) (1767) (1796) (1753) (1787) (1796) (1753)

12 20 23 19 20 8 12 11

12 22 18 25 17 14 13 13

四方津藤崎 市川上積翠寺千塚上今井狐新井小黒坂

嘉永2 文化5 嘉永1 天保14 文化l 天保14文政11 嘉永1

(1849) (1808) (1848) (1843) (1804) (1843) (1828) (1848)

9 13 10 8 9 7 9 8

13 20 16 12 16 14 21 15

山家 鴨狩津向 落居 春米 成島 上神坂 松向

天保10 天保2 天保10 天保13 天保4 天保10 寛政12

(1839) (1831) (1839) (1842) (1833) (1839) (1800)

10 11 8 13 7 11 13

17 11 9 14 14 19 12

上今井小黒坂下野原青柳(東)青柳(西）鏡中条駒井 松向

嘉永6 慶応4 慶応4 嘉永4 嘉永4 慶応1 慶応4 嘉永7

(1853) (1868) (1868) (1851) (1851) (1865) (1868) (1854)

8 14 12 17 11 7 9 11

14 22 12 14 11 10 15 18

村名

年代
(I)1651～1700

平均

男10．9

女 8．0
男
女

村名

年代
(II)1701～1750

平均

男14．4

女11．4
男
女

村名

年代
(HI)1751～1800

平均

男14．1

女15.0
男
女

村名

年代

男
女

(1V)1801～1850

平均

男11．4

女15.0

村名

年代

男
女

村名

年代
(V)1851～1868

平均

男 9．0

女12.0
男
女

↓
一
七
○
○
年
代
後
半
↓
一
八

○
○
年
代
と
漸
次
的
に
上
昇
を

（
、
）

し
て
い
る
。
一
方
男
子
に
は
、

有
意
な
変
化
は
み
ら
れ
な
い
。

代
後
半
↓
一
七
○
○
年
代
前
半

均
初
婚
年
齢
は
「
夫
婦
と
母
親

を
含
む
家
族
」
比
の
直
接
的
な

要
因
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
と

い
え
る
。

男
子
平
均
初
婚
年
齢
と
並
び
、

甲
斐
国
の
農
民
家
族
の
形
態
比

の
要
因
と
さ
れ
る
も
の
は
、
平

均
寿
命
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。

表
６
は
表
３
掲
載
の
村
々
を
対

象
と
す
る
一
六
○
○
年
代
後
半

～
一
八
○
○
年
代
後
半
の
、
一

一
歳
以
上
に
占
め
る
六
一
歳
以

上
の
男
女
の
比
率
を
示
し
て
い

る
。
村
落
間
の
差
が
目
立
つ
も

の
の
、
同
表
の
数
値
は
、
時
間

的
変
化
の
全
体
的
な
傾
向
を
示

し
て
い
る
。
女
子
の
六
一
歳
以

上
の
人
口
比
は
、
一
六
○
○
年
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右
に
み
る
よ
う
に
一
六
○
○
年
代
後
半
か
ら
一
七
○
○
年
代
前
半
に
か

け
て
の
時
期
に
は
、
男
子
平
均
初
婚
年
齢
が
高
く
又
そ
の
結
果
三
世
代
家

族
比
、
「
夫
婦
と
父
（
＋
母
）
親
を
含
む
家
族
」
の
比
率
が
低
い
。
そ
し

て
女
子
の
六
一
歳
以
上
の
人
口
が
少
な
い
こ
と
を
背
景
と
し
て
「
夫
婦
と

母
親
を
含
む
家
族
」
比
が
低
い
傾
向
が
あ
る
。
こ
う
し
た
条
件
下
に
あ
る
、

具
体
的
な
家
族
像
に
つ
い
て
以
下
に
み
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
時
期
を
含
む
近
世
初
期
の
一
○
○
年
間
に
日
本
人
口
は

大
き
く
増
加
し
た
が
、
そ
れ
は
新
田
開
発
、
市
場
経
済
の
発
展
、
そ
れ
ま

（
皿
）

で
に
外
国
か
ら
流
入
し
た
文
明
の
摂
取
等
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
一
六
○
○
年
代
後
半
の
江
戸
時
代
の
農
村
体
制
は
、
そ
れ
以
前
と
は
異

な
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
時
期
に
形
成
さ
れ
た
本
百
姓
の
多
く
は
そ
れ
以

前
、
名
主
下
に
零
細
的
に
従
属
し
た
人
々
が
、
こ
の
時
期
に
初
め
て
独
立

農
民
と
な
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
以
前
に
は
す
べ
て
が
家
族
を

（
過
）

形
成
し
た
訳
で
は
な
く
、
中
世
以
前
の
妻
訪
婚
も
行
わ
れ
て
い
た
。
又
一

六
○
○
年
代
後
半
’
一
七
○
○
年
代
前
半
の
本
稿
の
史
料
に
は
一
、
に
述

六
一
歳
以
上
の
女
子
は
必
ず
し
も
す
べ
て
が
「
夫
婦
と
母
親
を
含
む
家

族
」
の
構
成
員
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
右
に
み
る
六
一
歳
以
上
の
女

子
の
比
率
の
上
昇
は
表
３
に
お
け
る
「
夫
婦
と
母
親
を
含
む
家
族
」
比
の

漸
次
的
な
上
昇
傾
向
の
背
景
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
考

え
ら
れ
る
。

五
江
戸
初
期
の
上
神
取
村
、
国
府
村
に
み
ら
れ
る
家
族
慣
行

べ
た
よ
う
に
、
本
百
姓
で
あ
る
戸
主
に
従
属
す
る
添
屋
、
門
屋
、
抱
え
等

の
家
族
が
多
い
。
こ
れ
ら
の
従
属
的
な
家
族
は
戸
主
が
そ
れ
ぞ
れ
職
業
を

も
ち
、
経
済
的
に
独
立
を
し
て
い
る
の
で
、
家
族
自
体
と
す
れ
ば
独
立
し

た
一
家
族
で
あ
る
と
い
え
る
。

速
水
融
に
よ
る
と
、
一
六
○
○
年
代
後
半
の
信
濃
国
諏
訪
郡
に
は
、
直

系
家
族
、
核
家
族
と
共
に
か
な
り
の
数
の
合
同
家
族
が
存
在
し
て
い
た
が
、

こ
の
合
同
家
族
は
約
五
○
年
間
に
直
系
家
族
、
核
家
族
へ
と
分
解
し
て
い

る
。
即
ち
速
水
氏
は
、
添
屋
、
「
抱
え
」
等
を
含
む
こ
の
時
期
の
家
族
を
、

村
落
構
造
と
は
異
な
る
家
族
構
造
の
視
角
か
ら
「
合
同
家
族
」
と
し
、
添

（
Ｍ
）

屋
、
「
抱
え
」
等
を
独
立
し
た
一
家
族
と
し
て
い
る
。
又
大
石
慎
三
郎
は

信
濃
国
の
新
田
地
帯
に
こ
の
時
期
に
多
く
み
ら
れ
た
「
抱
え
」
に
つ
い
て
、

（
賜
）

家
族
と
し
て
は
独
立
し
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
各
村
の
横
断
的
分
析
結
果
で
あ
る
表
３
に
お
い
て
「
夫
婦
と

未
婚
子
か
ら
成
る
家
族
」
に
み
ら
れ
る
、
こ
の
時
期
の
高
い
比
率
は
、
当

時
の
農
村
社
会
の
性
格
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
同
時
に
、

左
に
み
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
各
家
族
の
変
化
を
辿
っ
て
み
る
と
、

「
夫
婦
と
父
（
＋
母
）
親
を
含
む
家
族
」
も
少
な
い
と
は
必
ず
し
も
い
え

な
い
。巨

摩
郡
上
神
取
村
の
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
‐
工
早
保
八
年
（
一
七
二

三
）
の
五
七
年
間
及
び
山
梨
郡
国
府
村
の
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
ｌ
元

禄
一
五
年
（
一
七
○
二
）
の
三
六
年
間
の
家
族
変
化
を
通
し
て
、
こ
の
時

期
の
家
族
の
特
徴
を
以
下
の
よ
う
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

上
神
取
村
の
四
○
家
族
は
、
一
三
家
族
を
除
き
、
五
七
年
間
を
連
続
的
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表7上神取村・国府村における1600年代後半-1700年代前半の家族
▲＝戸主□＝男子出生順 （ ）＝年齢

A上神取村

’ ○
魂

○
髄
一
一
ｌ
△

’
’
１
▲
虹
回

△
柘
回

回

○
伽

○
㈱
’
一

一
一
ｌ
△
伽

▲
側
回

国① (市郎兵衛抱え）
回△＝○
（30伽）

囮▲＝○
(70） （61

→二

②回△＝○ 回△＝○ （分出） 回△

（幽些糾典 回命=品 ‘，回△回△=○回▲=○→回△回△囚▲=○ ‐H
@3) (30) (20 06)IMO) M8) (20 (3D (25) 回△回▲

△ （55） （30）
（7）

③、 ○ （分出）

難｡ ③釘易
図△回▲＝○

点粥．＝｡‐‘,,㈹,” ⑤△
m (28)@2) (33) (22) （5）

④錘封首掛MDI"囚△回△回△＝○→回△回△囚△＝○
@D (20 0D" (6) (Io) (3D I (2D I O

△ 03)
（4）

⑤ 同 一

品二回命回命一回命=○ ｜採ら‐回金=易回命
（33） （23）

⑥国▲＝○ 回△
GDI (6D M5) |

回翁T品壽回命T勗
回△ 回△

（5） （9）

⑦回△＝○ 聟 I （添屋）
（7D｜ (56）

易T回金聟‐回翁工品' 四命二局
○
(10

⑧ 回△＝○ 回△＝○ （分出）

さ-面蝋一回△聟‐鴫②極
(19) C8) (27) (30 回△囚△

(9) (13)

（分出）
n
o団▲＝○

M5) | (37) | (3D
△ 回△
（9） （8）
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表7 （つづき）

B国府付

① 「－ （彦右ェ門抱え） （権右ェ門抱え）

回△＝○回▲＝○＝う 回△＝○ 回△
（29 （23） （37） （28）

（39） （30 （32）

②、 回△ I (抱え）

“'蝋 一四五二発ﾕﾆ｡’ ㈹‘，
回△回▲ ｜ 回△＝○

四△回△=O O5) (29) (39) (m) |
(32) (37) (3D

③局 「「弓
回△＝○四▲＝○ （ ） （ ）回△ 回△

‘‘ ‘，)割‘， ‐ || (w'HI"
囚△回△＝○ ○＝回△△ 回△囚▲＝○
@0 (29) @2) (29) M3) (19) (M) (25)

④ 回▲ 囮△

さ-王1警固1‐さ-t凶上。
03) 00 @2) (ID (20 (") @2) (16)

⑤回▲＝○ 回▲＝○ ｜ （抱え） 回▲＝○

＄-鍜一ろ_回△聟-搬面X l鯛△聟-回職_｡ ：
(lD (13) (8) (15) (20 (22) (12) (17) I (19) @5) (ID I

(抱え）

○＝回△聟
(33) MD

に
辿
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
間
に
消
滅
し
た
一
三
家
族
に
つ
い
て
は
、

五
家
族
が
一
人
暮
ら
し
の
家
族
で
、
八
家
族
は
家
族
と
し
て
宗
門
人
別
改

帳
に
載
ら
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
多
く
は
奉
公
人
と
し
て

他
出
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
期
を
含
む
江
戸
時
代
の
農
村
に

奉
公
人
は
求
め
ら
れ
る
存
在
だ
っ
た
。
表
７
１
Ａ
①
を
み
る
と
、
息
子
夫

婦
は
一
時
的
に
他
家
の
「
抱
え
」
に
な
っ
て
い
る
が
、
数
年
後
に
は
実
家

に
戻
っ
て
い
る
。
又
同
表
Ｂ
①
の
国
府
村
を
み
て
も
、
戸
主
夫
婦
と
弟
は
、

そ
れ
ぞ
れ
別
の
家
の
「
抱
え
」
に
な
っ
て
い
る
。

表
２
及
び
表
３
の
、
各
村
の
横
断
的
分
析
に
お
い
て
は
、
一
六
○
○
年

代
後
半
’
一
七
○
○
年
代
前
半
の
三
世
代
家
族
比
、
「
夫
婦
と
父
（
＋
母
）

親
を
含
む
家
族
」
比
は
極
め
て
低
く
、
逆
に
「
夫
婦
と
未
婚
子
か
ら
成
る

家
族
」
比
は
全
体
的
な
高
比
率
が
示
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
限
り
で
は
、
こ

の
時
期
の
家
族
と
し
て
は
、
核
家
族
形
態
が
最
も
一
般
的
で
あ
る
と
い
う

推
測
が
成
立
す
る
。
し
か
し
上
神
取
、
国
府
の
両
村
の
家
族
変
化
を
辿
る

こ
と
に
よ
り
、
親
と
既
婚
子
が
同
居
を
す
る
慣
行
も
又
明
ら
か
に
し
得
る
。

上
神
取
村
の
五
七
年
間
に
「
夫
婦
と
父
（
＋
母
）
親
を
含
む
家
族
」
は
二

五
例
あ
る
。
そ
し
て
跡
取
り
と
し
て
父
親
と
同
居
を
す
る
男
子
の
出
生
順

は
近
世
後
期
と
は
異
な
り
、
父
親
は
年
下
の
男
子
と
同
居
を
し
、
し
た
が

っ
て
長
男
以
外
の
男
子
が
跡
継
ぎ
に
な
る
慣
行
が
み
ら
れ
る
。
即
ち
上
神

取
村
の
七
家
族
の
父
親
は
、
年
上
の
既
婚
子
の
独
立
後
、
年
下
の
既
婚
子

又
は
未
婚
子
と
同
居
を
し
（
表
７
１
Ａ
②
．
Ａ
③
。
Ａ
④
）
又
国
府
村
に

お
い
て
も
、
長
男
相
続
が
あ
る
一
方
で
次
三
男
が
戸
主
に
な
っ
て
父
親
と

同
居
を
し
て
い
る
（
表
７
１
Ｂ
②
。
Ｂ
③
）
。
又
一
人
息
子
は
、
結
婚
後
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表8寛文6年（1666）巨摩郡日野村の家屋面積
－

1■■■■■■■■■■■■■■

３
３
３
５
３

×
×
×
×
×

３
３
５
６
５

l間× 5

３
３
３
３
３
３

×
×
×
×
×
×

５
４
３
４
３
３

「
』
弓
″
〃
８
司
高
】
へ
１
判
』
、
１
１
Ｊ

2間× 1間

1.5間×1問

３
３

×
×

３
３

l間× 4

４
３
３
４
３
３
３
４

×
×
×
×
×
×
×
×

５
３
３
５
３
３
４
５

Ｊ
酉
ｊ
ｊ
日
】
司
り
ｎ
Ｊ

。■■■■■■■■■■■■■■

も
父
親
と
同
居
を
し
て
い

る
（
表
７
１
Ａ
⑥
．
Ｂ

④
）
。
こ
の
よ
う
に
、
男

子
が
父
親
と
同
居
を
し
て

跡
継
ぎ
に
な
っ
て
い
る
一

方
で
、
男
子
が
い
な
い
か

幼
少
の
場
合
に
は
聟
養
子

縁
組
が
行
わ
れ
る
。
し
か

し
そ
の
場
合
、
聟
養
子
と

養
親
の
同
居
は
通
例
で
は

な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
表

７
１
Ａ
⑦
の
養
父
は
隠
居

を
し
て
添
屋
へ
移
り
又
表

７
１
Ａ
⑧
の
養
子
夫
婦
は

別
居
を
し
、
代
わ
っ
て
実

子
が
跡
継
ぎ
に
な
っ
て
い

る
。
表
７
１
Ｂ
⑤
で
は
、

養
父
の
「
抱
え
」
と
な
っ

た
聟
養
子
及
び
そ
の
妻
に

代
わ
り
、
既
婚
男
子
が
父

親
と
同
居
を
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
表
３
に
お
い

て
も
示
さ
れ
て
い
る
の
で

－71－

本家（かやぶき）

横(問)×縦(間） 坪

添屋（かやぶき）

横(問)×縦(問） 坪

蔵屋（かやぶき）

横(間)×縦(間） 坪

28

15

28

28

24

8

28

24

28

28

15

15

15

15

18

32

32

18

32

15

18

24

24

15

15

28

15

15

15

28

6

４
３
４
４
４
２
４
４
４
４
３
３
３
３
３
４
４
３
４
３
３
４
４
３
３
４
３
３
３
４
２

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

７
５
７
７
６
４
７
６
７
７
５
５
５
５
６
８
８
６
８
５
６
６
６
５
５
７
５
５
５
７
３

4 × 3 12

4 × 2 8

8 × 3 24

3 × 2 6

5 × 3 15

3 × 2 6

4 × 3 12

６
６

２
２

×
×

３
３

2 × 2 4

3 × 2 6

3 × 2 6



あ
る
が
、
未
婚
の
兄
弟
の
同
居
が
少
な
く
な
く
、
又
既
婚
兄
弟
の
同
居
も

み
ら
れ
る
。
上
神
取
村
を
み
る
と
、
七
人
の
未
婚
・
既
婚
の
兄
弟
は
添
屋

に
住
む
。
そ
し
て
表
７
１
Ａ
⑤
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
母
屋
と
添
屋
の
住

み
分
け
に
は
柔
軟
性
の
あ
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

こ
の
時
期
の
家
族
の
在
り
方
は
、
江
戸
初
期
の
農
村
社
会
を
背
景
と
す

る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
一
部
は
そ
の
後
の
家
族
慣
行
へ
と
引
き
継
が

れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
右
に
み
る
よ
う
に
父
親
と
既

婚
子
の
同
居
慣
行
が
少
な
く
な
い
。
同
時
に
父
親
は
戸
主
の
地
位
を
跡
継

ぎ
に
譲
っ
て
隠
居
を
す
る
慣
行
が
あ
り
、
隠
居
は
年
齢
的
に
早
い
時
期
か

ら
も
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
、
隠
居
慣
行
も
中
後
期
に
一
般
的
に
み
ら
れ

（
妬
）る

。
又
上
神
取
村
に
は
父
親
の
襲
名
が
三
例
あ
る
が
、
こ
れ
も
中
後
期
の

先
駆
け
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
一
六
○
○
年
代
後
半
の
住
居
の
広
さ
を
巨
摩
郡
日
野
村
（
表

８
）
に
み
る
と
、
本
家
三
一
、
添
屋
九
、
蔵
屋
三
を
含
む
一
軒
平
均
は
二

（
Ⅳ
）

四
・
一
坪
で
あ
る
。
又
信
濃
国
に
同
時
期
を
み
る
と
、
承
応
三
年
の
原
村

で
は
平
均
三
四
・
一
坪
、
寛
永
二
二
年
の
下
波
田
村
で
は
平
均
二
二
坪
、

寛
永
二
二
年
の
下
伊
奈
之
内
小
河
村
で
は
平
均
二
七
・
六
坪
で
あ
る
。
こ

れ
ら
は
平
均
値
で
あ
り
、
村
落
内
で
の
広
狭
差
が
あ
る
に
し
て
も
、
三
世

代
家
族
の
居
住
に
必
ず
し
も
狭
す
ぎ
る
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
こ
う

し
た
住
居
は
当
時
に
お
い
て
、
既
に
既
婚
子
と
そ
の
親
が
同
居
す
る
こ
と

が
可
能
な
造
り
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

本
稿
で
は
一
六
○
○
年
代
後
半
か
ら
幕
末
に
至
る
二
○
○
年
間
の
甲
斐

国
の
農
民
家
族
を
対
象
に
、
三
世
代
家
族
比
及
び
そ
の
一
部
が
三
世
代
家

族
で
あ
り
、
三
世
代
家
族
と
の
関
連
性
が
最
も
深
い
「
夫
婦
と
父
（
＋

母
）
親
を
含
む
家
族
」
、
「
夫
婦
と
母
親
を
含
む
家
族
」
の
比
率
の
時
間
的

推
移
と
共
に
、
そ
の
要
因
の
分
析
を
試
み
た
。
こ
の
二
○
○
年
間
の
村
々

に
お
い
て
は
、
三
世
代
家
族
比
・
「
夫
婦
と
父
（
＋
母
）
親
を
含
む
家
族
」

比
の
漸
次
的
な
上
昇
傾
向
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
男
子
平
均
初
婚
年
齢
が

要
因
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
又
「
夫
婦
と
母
親
を
含
む
家
族
」

比
も
上
昇
す
る
が
、
こ
れ
は
女
子
寿
命
の
伸
び
を
要
因
と
す
る
も
の
と
推

定
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
平
均
初
婚
年
齢
、
平
均
寿
命
を
、
三
世
代
家
族

比
の
規
定
要
因
と
し
て
示
し
た
戸
田
学
説
の
正
当
性
を
立
証
す
る
意
味
を

も
つ
と
い
え
る
。

又
本
稿
で
は
三
世
代
家
族
及
び
そ
れ
に
関
連
し
た
右
の
家
族
形
態
比
に
、

低
い
特
徴
を
も
つ
一
六
○
○
年
代
後
半
前
後
の
家
族
の
具
体
的
な
姿
を
模

索
し
た
。
江
戸
初
期
で
あ
る
こ
の
時
期
の
農
村
体
制
は
、
中
後
期
と
は
異

な
り
、
し
た
が
っ
て
家
族
も
こ
の
時
期
の
特
質
を
示
す
も
の
と
い
え
る
。

高
い
男
子
平
均
初
婚
年
齢
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
と
仮
定
さ
れ
る
。
高
い
男

子
平
均
初
婚
年
齢
と
共
に
、
年
下
の
男
子
が
跡
継
ぎ
に
な
る
慣
行
は
、
低

い
三
世
代
家
族
比
の
要
因
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
と
は
い
え
中
後
期

と
同
様
に
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
も
父
親
と
既
婚
子
の
同
居
、
も
し
く
は

ま
と
め
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一
子
が
跡
継
ぎ
と
な
る
家
族
慣
行
が
存
在
し
て
い
る
。

一
汪（

１
）
「
明
治
維
新
前
後
の
甲
斐
国
に
み
ら
れ
る
直
系
家
族
慣
行
」

（
比
較
家
族
史
学
会
編
「
比
較
家
族
史
研
究
』
第
一
四
号
弘
文

堂
、
一
九
九
九
年
）
。

（
２
）
戸
田
貞
三
「
家
族
構
成
』
弘
文
堂
、
一
九
五
三
年
。

（
３
）
「
宗
門
人
別
改
帳
に
み
ら
れ
る
甲
斐
国
の
直
系
家
族
慣
行
」

（
比
較
家
族
史
学
会
編
「
比
較
家
族
史
研
究
」
第
一
六
号
弘
文

堂
、
二
○
○
一
年
）
。

（
４
）
前
掲
「
明
治
維
新
前
後
の
甲
斐
国
に
み
ら
れ
る
直
系
家
族

慣
行
」
。

（
５
）
前
掲
「
家
族
構
成
』
。

（
６
）
再
婚
も
含
む
女
子
の
平
均
婚
姻
年
齢
は
、
江
戸
初
期
か
ら

幕
末
に
か
け
て
約
二
○
’
二
三
歳
で
あ
る
。

（
７
）
速
水
融
「
近
世
農
村
の
歴
史
人
口
学
的
研
究
」
（
東
洋
経
済

新
報
社
、
一
九
七
三
年
）
一
二
四
頁
、
に
よ
る
と
、
信
濃
国

諏
訪
郡
の
男
子
平
均
初
婚
年
齢
は
一
七
二
○
年
代
の
二
九
・

七
歳
か
ら
一
八
五
○
年
代
の
二
七
・
二
歳
へ
と
漸
次
的
に
低

下
を
し
て
い
る
。

（
８
）
「
近
世
農
民
の
世
帯
と
個
人
の
動
態
的
な
理
解
の
た
め
に
」

（
利
谷
信
義
、
鎌
田
浩
、
平
松
紘
編
「
戸
籍
と
身
分
登
録
」
早

稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
九
六
年
）
一
○
二
頁
、
に
よ
る
と
、

美
濃
国
飯
沼
村
の
江
戸
初
期
か
ら
一
八
○
○
年
に
は
、
遅
い

時
代
の
初
婚
年
齢
の
方
が
若
い
。

（
９
）
小
山
隆
「
家
族
形
態
の
周
期
的
変
化
」
（
喜
多
野
清
一
、
岡

田
謙
編
「
「
家
」
ｌ
そ
の
構
造
分
析
』
創
文
社
、
一
九
五
九

年
）
七
三
頁
、
第
二
表
、
家
族
形
態
の
移
行
経
路
。

（
岨
）
明
治
一
二
年
一
二
月
三
一
日
の
統
計
院
調
査
に
よ
る
「
甲

斐
国
現
在
人
別
調
」
に
よ
る
と
、
同
年
の
甲
斐
国
（
全
）
の

夫
妻
の
平
均
年
齢
差
は
四
・
三
五
歳
で
あ
る
。
こ
の
小
差
は
、

明
治
初
期
に
低
い
男
子
平
均
婚
姻
年
齢
（
山
梨
県
編
『
山
梨

県
統
計
書
』
に
よ
る
明
治
一
六
年
の
山
梨
県
の
男
子
平
均
婚

姻
年
齢
（
再
婚
を
含
む
）
は
二
六
・
四
歳
で
あ
る
）
の
影
響

に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
幕
末
及
び
明
治
初
期

の
男
子
平
均
婚
姻
年
齢
に
低
い
傾
向
が
あ
る
南
都
留
郡
、
西

八
代
郡
の
夫
妻
の
年
齢
差
は
そ
れ
ぞ
れ
三
・
六
八
歳
、
三
・

七
五
歳
と
小
さ
い
。
こ
れ
か
ら
男
子
平
均
婚
姻
年
齢
の
高
低

が
夫
妻
の
年
齢
差
に
及
ぼ
す
影
響
は
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
Ⅱ
）
前
掲
『
近
世
農
村
の
歴
史
人
口
学
的
研
究
』
一
二
頁
、

第
四
’
二
表
に
よ
る
と
、
諏
訪
郡
に
お
け
る
女
子
の
六
一
歳

以
上
の
人
口
比
は
、
一
六
○
○
年
代
の
六
・
八
％
か
ら
一
八

○
○
年
代
前
半
の
一
四
・
六
％
へ
と
漸
次
的
に
上
昇
を
し
て

い
》
つ
。

（
岨
）
鬼
頭
宏
「
人
口
史
に
お
け
る
近
世
」
（
速
水
融
、
鬼
頭
宏
、

友
部
謙
一
編
「
歴
史
人
口
学
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
」
東
洋
経
済
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（
Ⅳ
）
前
掲
「
近
世
村
落
の
構
造
と
家
制
度
』
。

（
妬
）
前
掲
「
宗
門
人
別
改
帳
に
み
ら
れ
る
甲
斐
国
の
直
系
家
族

慣
行
」
に
お
い
て
、
江
戸
時
代
の
甲
斐
国
農
民
に
み
ら
れ
る

（
咽
）
前
掲
『
近
世
村
落
の
構
造
と
家
制
度
」
一
二
四
頁
に
お
い

て
大
石
慎
三
郎
は
、
江
戸
初
期
の
信
濃
国
の
新
田
地
域
に
多

く
み
ら
れ
る
「
抱
え
」
に
つ
い
て
、
家
族
と
し
て
は
独
立
し

た
も
の
と
考
え
て
い
る
。
又
同
書
一
○
五
頁
二
行
目
～
一

○
六
頁
一
行
目
で
大
石
慎
三
郎
は
、
近
世
封
建
社
会
は
、
原

理
的
に
は
直
接
的
生
産
者
を
経
済
的
、
身
分
的
に
独
立
さ
せ

（
昭
）
大
石
慎
三
郎
「
近
世
村
落
の
構
造
と
家
制
度
』
（
御
茶
の
水

害
房
、
一
九
七
六
年
）
二
○
一
～
二
二
○
頁
。

（
Ⅲ
）
速
水
融
は
同
時
に
、
徳
川
時
代
以
後
の
日
本
の
農
村
の
基

本
性
格
と
な
っ
た
「
小
農
社
会
」
は
、
こ
の
時
期
に
起
源
を

有
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。
速
水
融
「
歴
史
人
口
学
と
家
族

史
の
交
差
」
（
速
水
融
、
鬼
頭
宏
、
友
部
謙
一
編
「
歴
史
人
口

学
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
」
東
洋
経
済
新
報
社
、
二
○
○
一
年
）

隠
居
慣
行
に
つ
い
て
分
析
を
試
み
た
。

る
社
会
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

新
報
社
、
二
○
○
一
年
）
。

二
六
～
二
七
頁
。

（
家
族
関
係
学
）
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